
福島町のさまざまな制度福島町のさまざまな制度ご存知で
すか？

福島町移住促進引越支援補助金
　移住に関する引越し費用の負担の軽減を
図るため、補助金を交付します。
※交付後５年以内に転出した場合、奨励金
　を返還していただきます
●お問い合わせ先
　企画課企画係　☎４７－３００７

定住促進住宅等奨励事業
　定住を目的として住宅を新築・購入した方へ、
奨励金を交付します。
※交付後10年以内に転出した場合、奨励金を
　返還していただきます
●お問い合わせ先
　企画課企画係　☎４７－３００７

空家等除却補助金
　町内の空き家および空き家となる見込みの
建物を解体する費用の一部を補助します。
●お問い合わせ先
　建設課（空家担当）　☎４７－３００６

住宅リフォーム補助金
　定住を目的として住宅をリフォームする方
へ費用の一部を補助します。
※交付後５年以内に転出した場合、奨励金を
　返還していただきます
●お問い合わせ先
　企画課企画係　☎４７－３００７

無線インターネット接続環境整備事業
　新規に光回線を整備し、無線によるインター
ネット接続環境を整備する場合、費用の全額ま
たは一部を助成します。
●お問い合わせ先
　企画課企画係　☎４７－３００７

産業活性化サポート事業
　町内産業の活性化に向けて活動する
団体などに、補助金を交付します。
●お問い合わせ先
　企画課企画係　☎４７－３００７

農林業担い手養成事業
　新たに農林業への就労を希望する方へ、
奨励金などを交付します。
※交付後10年以内に農林業に従事しなく
　なった場合、奨励金を返還していただきます
●お問い合わせ先
　産業課農林係　☎４７－３００２

水産業担い手支援事業
　新たに漁業への就労を希望する方へ、
奨励金などを交付します。
※交付後10年以内に漁業協同組合員を脱退
した場合、奨励金を返還していただきます
●お問い合わせ先
　産業課水産係　☎４７－３００２
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地元企業雇用等促進事業
　北海道福島商業高等学校の新卒業生
や、外国人技能実習生を雇用する町内の
事業者に対し、助成金を交付します。
●お問い合わせ先
　企画課企画係　☎４７－３００７

人財育成支援事業
　資格取得や研修会などの参加・開催を
予定している方へ、補助金を交付します。
●お問い合わせ先
　企画課企画係　☎４７－３００７

北海道福島商業高等学校
就学支援事業
　北海道福島商業高等学校へ通学する
生徒の保護者の負担軽減を図るため、
入学奨励金、通学定期乗車券購入費用、
普通自動車運転免許証取得費用などを
助成します。
●お問い合わせ先
　教育委員会事務局学校教育係
　☎４７－３６７５

不妊治療等助成事業
　不妊症に係る治療を受けた方の経済的
負担の軽減を図るため、治療費や交通費
の一部を助成します。
●お問い合わせ先
　福祉課福祉係　☎４７－４６８２

妊産婦安心出産支援事業
　妊産婦の方が町外の産科医療機関へ通院
した際の交通費や、出産直前の準備で町外
に宿泊した際の宿泊費の一部を助成します。
●お問い合わせ先
　福祉課福祉係　☎４７－４６８２

妊婦のための支援給付金
　妊娠給付認定後に５万円、胎児の数の
届出後に胎児１人あたり５万円の給付金
を支給します。
●お問い合わせ先
　福祉課福祉係　☎４７－４６８２

出産祝金交付事業
　お子さんが生まれた方へ、奨励金を交
付します。
※交付後10年以内に転出した場合、奨
励金を返還していただきます
●お問い合わせ先
　企画課企画係　☎４７－３００７
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福島町ではさまざまな制度により、福島町に住んでいる皆さんの生活や事業を応援しています。
制度の利用をお考えの方は、各お問い合わせ先へご相談ください。
※各制度には一定の基準や限度額がありますので、ご利用前に必ずご確認ください
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